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令和４年度坂東市男女共同参画推進事業報告 

 

１．推進体制及び内容 

（１）坂東市男女共同参画ワーキングチーム 

  男女共同参画プランの全庁的な推進を図るため、庁内関係課との連携、調査、検討等を

行った。 

  構成員：市職員１６名 

 

（２）坂東市男女共同参画庁内推進会議 

  男女共同参画の総合的な連絡調整及び効果的な推進を図った。 

  構成員：副市長（会長）、教育長、各部長、教育部長等 １３名 

 

（３）坂東市男女共同参画審議会 

  男女共同参画の推進に関する事項について調査審議した。 

  構成員：市議会議員、団体等の代表者、公募者、副市長・部長等 ２０名 

  

実施日 会 議 名 内 容 

 ６月２１日（火） 

第１回坂東市男女共同

参画ワーキングチーム

会議 
・令和３年度坂東市男女共同参

画推進事業報告について 

・第３次ばんどう男女共同参画

プラン進捗状況報告について 

・第４次ばんどう男女共同参画

プラン策定について 

 ７月 ５日（火） 
第１回坂東市男女共同

参画庁内推進会議 

 ７月１５日（金） 
第１回坂東市男女共同

参画審議会 

１１月 ４日（金） 

第２回坂東市男女共同

参画ワーキングチーム

会議 
・坂東市男女共同参画社会に関

する住民意識調査及び事業所

調査の結果集計について 

・第４次ばんどう男女共同参画

プラン案について 

 

１１月 ７日（月） 
第２回坂東市男女共同

参画庁内推進会議 

１１月１８日（金） 
第２回坂東市男女共同

参画審議会 

 １月３１日（火） 

第３回坂東市男女共同

参画ワーキングチーム

会議 
・第４次ばんどう男女共同参画

プラン（案）について 

・第４次ばんどう男女共同参画

プラン概要版（案）について 

・第４次ばんどう男女共同参画

プラン答申について     

 ２月 ６日（月） 
第３回坂東市男女共同

参画庁内推進会議 

 ２月１５日（水） 
第３回坂東市男女共同

参画審議会 

※市ホームページに令和４年度第３次ばんどう男女共同参画プラン進捗状況調 

査報告書を掲載。 

 

 

資料１ 
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２．女性相談事業 

  女性が抱えるさまざまな悩みや困難に対し、問題の解決に向けたアドバイスを行った。 

平成１８年６月開始。女性相談員が対応。 

相談日：月２回 第２・第４火曜日 場所：坂東市役所 １階会議室 

（延べ人数） 

年 度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

相談者数 

(相談員対応) 
９人 １６人 ７人 １０人 １２人 

相談者数 

(職員対応) 
９人 １２人 １２人 ７人 ６人 

    ※令和４年度 婦人相談所一時保護所へ移送 ２件 

 

 

３．啓発・推進事業 

（１）男女共同参画事業の啓発記事を「広報坂東・お知らせ版・ホームページ等」へ掲載。 

月号 内  容 

４月号 
・４月は「若年層の性暴力被害予防月間」です 

・生理用品を無料配布しています 

６月号 ・６月２３日～２９日は男女共同参画週間 

９月号 

・市長を囲んでパパママ懇談会参加募集 

・男女共同参画審議会が開催されました 

・坂東市「女性人材バンク」登録者募集 

１０月号 
・生理用品を無料配布中です 

・がんばる女性を募集します（団体支援） 

１１月号 

・１１月１２日～２５日「女性に対する暴力をなくす運動」期間 

・１１月は坂東市男女共同参画推進月間 

・男女共同参画講演会を開催します 

 「SDGsが目指す男女共同参画社会―今、地域社会に問われている

こと―」講師 常磐大学・常磐短期大学学長 富田敬子 氏 

１２月号 

・市長を囲んでパパママ懇談会開催 

・パブリック・コメント皆さんのご意見をお聞かせください 

内容：第４次ばんどう男女共同参画プラン（案） 

１月号 

・女性に対する暴力をなくす運動「パープルライトアップ」を実施 

・男女共同参画講座 いきいきセミナー「ミモザの花に感謝をこめて」

募集 

２月号 

・男女共同参画講演会開催 

・男女共同参画講座 いきいきセミナー「体温を上げてもっとキレイ

に」募集 

３月号 
・パブリック・コメントによる結果をお知らせします 

 内容：第４次ばんどう男女共同参画プラン（案） 

※女性相談日時について、広報坂東に毎月掲載 
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（２）男女共同参画講演会（ばんどう市女性団体協議会共催事業） 

「SDGsが目指す男女共同参画社会―今、地域社会に問われていること―」 

    常磐大学・常磐短期大学学長富田敬子氏による講演会を開催。男女共同参画の意識啓

発を図ることを目的に開催。女性が活躍できる共生社会について意識啓発を図った。 

  日 時：令和４年１２月１９日（月）午後１時３０分～３時 

場 所：坂東市役所１階 多目的ホール 

 参加者：３８名 

 

（３）男女共同参画講座 いきいきセミナー（坂東市女性フォーラム共催事業） 

   こころ優しく豊かな生活ができる男女共同参画社会の実現に向けて、必要な知識や理

解を深め、職場・地域・家庭でのより良い生活を目指すための講座を開催。 

日 時 講座名 内 容 参加者 

２月１９日（日） 

午前１０時３０分 

～正午 

「ミモザの花に感

謝をこめて」 

 ミモザの花を使ったコサージ

ュ作りを通して、女性の生き方や

キャリアについて考えた。 
１７名 

３月１２日（日） 

午後１時３０分 

～午後４時 

「体温を上げても

っとキレイに」 

体温を上げる食事や運動方法

を学び、なりたい自分を叶えて女

性が輝き活躍できる社会につい

て考えた。 

３５名 

 

 

４．女性委員の登用促進   

（１）審議会等における女性の登用率調査（内閣府調査） 

庁議等への現状報告及び選任・改選時での市民協働課への協議を依頼。 

男女共同参画社会の形成を図るためには、男女とも政策や方針決定の場に参画し、責

任を担うことが求められている。 

審議会等への女性の登用率の目標を、令和４年度には４０％程度とする。（「審議会等

への女性登用のための指針」より） 

    

【審議会等における女性の登用率】各年４月１日現在     

区分 

 

 

 

年度 

地方自治法（第２０２条の３）に 

基づく審議会等 

地方自治法（第１８０条の５）に 

基づく委員会等 

委員総数 
うち女性

委員数 

女性の 

割合 
委員総数 

うち女性

委員数 

女性の 

割合 

平成３０年度 ６５１人 １８０人 ２７．６％ ２８人 ３人 １０．７％ 

令和元年度 ５８０人 １４６人 ２５．２％ ２８人 ２人 ７．１％ 

令和２年度 ４６７人 １０９人 ２３．３％ ２８人 ２人 ７．１％ 

令和３年度 ４４１人 １０８人 ２４．５％ ２８人 ２人 ７．１％ 

令和４年度 ４０９人 １０７人 ２６．２％ ２８人 ２人 ７．１％ 

※地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会等 

   （法令・条例で設置されている地方自治法に基づく審議会） 

  地方自治法（第１８０条の５）に基づく委員会等  

（教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、

固定資産評価委員会） 
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（２）女性人材バンク 

    登録者募集の記事をホームページへ掲載 

    登録者・・・３３名（令和５年３月３１日現在） 

 

 

５．いい夫婦の日事業 

   １１月２２日を「坂東市いい夫婦の日」として定め、その日を通じて男女が対等なパ

ートナーとして夫婦のきずなを深めることにより、個々の人格を高め、より良い社会の

実現を目指すため、のぼり旗を各施設に設置し広く周知した。 

 

 

６．女性団体支援事業 

（１）ばんどう市女性団体協議会 

・～市長を囲んでパパママ懇談会～ 

子育て真っ最中のパパやママを対象に、市長を囲んでこれからの坂東市まちづくり

構想等のお話を聴きながら、意見や提言を市の事業に反映させ、男女共同参画社会に

よる住み良いまちづくりの実現を目的に開催。 

日 時：令和４年１０月２４日（月）午後２時～３時３０分 

場  所：坂東市役所３階 大会議室 

参加者：７名 

   

・「渋沢栄一記念館視察研修」 

女性活躍の先駆けとなった渋沢栄一の生涯を学び、女性が社会で自らの能力を存分

に発揮し活躍していくため、史資料の展示を見学し、過去の女性教育の歩みや女性た

ちの活躍について学ぶとともに、各女性団体が連携・協働して男女共同参画を推進す

るためのネットワーク形成を図った。 

日 時：令和４年８月２６日（金）午前８時３０分～午後４時３０分 

視察先：渋沢栄一記念館 

参加者：１６名 

 

（２）坂東市女性フォーラム 

  ・「水戸市視察研修」 

   男女共同参画の推進に関する講座の受講及び水戸市の男女共同参画活動団体「水戸

女性会議」の方々と交流し、男女共同参画社会の推進に向けた意見交換会を実施。 

    日 時：令和４年９月２９日（木）午前８時３０分～午後４時３０分 

      視察先：ダイバーシティ推進センターぽらりす 

水戸市男女平等参画センターびよんど 

    参加者：７名 

 

  ・パープルリボンツリー設置及びパープルライトアップ 

「女性に対する暴力をなくす運動」期間中に DV防止の啓発活動を実施。啓発活動

として、パープルリボンツリーのパネルを市役所内に設置し、紫色のリボンを来庁者

に貼り付けてもらうことで、より多くの人の運動参加を促した。 

日 時：令和４年１１月１２日（金）～２５日（木） 

午前８時３０分～午後５時１５分 

場 所：坂東市役所行政コーナー 
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  ・「がんばる女性たち（第３回）」坂東市編 

  坂東市で活躍する女性の発掘・推進を図り、ポスターに活動内容を掲載し活動を

称えることで、女性が個性や能力を存分に発揮できる社会の実現に向けた啓発がで

きた。 

  応募・表彰者：１２名 


